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中小企業再生支援協議会とは

協議会事業

多様な中小企業の事業再生を支援するため、平成１５年に各都道
府県に１箇所づつ中小企業再生支援協議会を設置しています。
各協議会に、企業再生に関する知識と経験を持つ専門家（公認会
計士、税理士、弁護士、中小企業診断士等）が常駐しており、中小
企業の再生に係る相談などにきめ細やかに対応しつつ、地域の総
力を結集し再生を支援しています。

支援スキーム

窓口相談（１次対応）

常駐専門家が、ヒアリング・面談等により中小企業の経営状況を把握
し 提出資料等の分析を通じて 経営上の問題点や具体的な課題を抽出
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常駐専門家が中心となり、中小企業診断士等の外部専門家により個別
支援チームを編成し、再生計画策定を支援。

し、提出資料等の分析を通じて、経営上の問題点や具体的な課題を抽出
し、どのような支援が最も良いのかを検討します。

「再生計画」策定支援（２次対応）

「再生計画」の策
定が必要だと
判断した場合

関係機関の窓口を
紹介することが適切
だと判断した場合

適切な窓口（商工会議
所・商工会・中小企業
支援センター・政府系
金融機関等）を紹介。

再生の可能性が低
く協議会での対応が
困難だと判断した

場合

可能な範囲でのアド
バイスや専門家等の
紹介。



１．窓口相談及び再生計画策定支援件数の推移

計画策定完了件数相談企業数

・中小企業再生支援協議会は、平成１５年２月の発足以来、平成２２年
度末までに２２，１４０社からの相談に応じ、２，９４５社の再生計画の
策定支援を完了するなどの着実な成果をあげています。
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相談企業数の年度推移

２．窓口相談企業への対応状況

・窓口相談企業数は１，９２９件でした（２１年度に比べ３３％減少）。金
融円滑化法の施行を受け、企業が直接、金融機関にリスケジュール
等の依頼を行いやすくなったものと考えられます。

・窓口相談に訪れた企業のうち、半数を超える企業が相談段階（一次
対応）で課題が解決しており、再生計画策定支援（２次対応）を実施
したのは、１５％となっています。
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59.0%
13.3%1.4%

0.2%

0.8%
5.0%

20.3%

相談段階での企業の

課題解決の提示

計画策定完了

計画策定支援中

計画策定事前調査

中

２次対応等検討中

協議会での私的再生

困難

その他

相談企業への対応状況（累計）

※( )は対前年度比
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・再生支援協議会に持ち込まれた相談の持込者は、企業自身が最も
多く５６％、次いで金融機関が３３％となっています。

・年度推移を見ると、企業からの持ち込みが減少している一方で金融
機関、商工会・商工会議所、都道府県の中小企業支援センターなど
からの持ち込みの割合が増加傾向にあります。

累計

３．窓口相談への相談持込者の内訳

55.7%
（12,343社）

33.0%
（7,302社）

11.3%
(2,495社）

累計
(22,140
社)

企業 金融機関 その他
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※「その他」の主なものは「商工会・商工会議所」、「都道府県
中小企業支援センター」。

年度推移
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・窓口相談に訪れる企業の業種は、製造業、卸売・小売業、建設業
の順に割合が高くなっております。また、２２年度の業種別割合は、
２１年度の割合と大きな変化はありませんでした。

・相談企業の業種別割合を中小企業全体の業種別割合と比較する
と、製造業の割合が中小企業全体における割合を大きく上回ってい
る一方、飲食店・宿泊業やサービス業等の割合は下回っています。
特に製造業において再生支援協議会が積極的に活用されているこ
とが伺えます。

４．窓口相談企業の業種別割合

27.7%
(878社）

22.3%
(704社）

8.5%
(269社）

17.1%
(540社）

5.0%
(158社） 19.4%

(615社）
平成20年度
(3,164社)

製造業 卸売・小売業 建設業 飲食店・宿泊業 運輸業 サービス業・その他
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＜参考：中小企業の業種別割合（企業ベース）＞※総務省「事業所・企業統計調査」より再編加工
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・再生計画の策定支援を完了した企業数は、２２年度は３６４社（２１年
度に比べ２４％減少）でした。また、２２年度に新たに再生計画の策定
支援を開始した企業数は３７２社（２１年度に比べ３９％減少）でした。
金融円滑化法の施行による相談件数が減少したことや、案件の複雑
化に伴い計画の策定支援完了まで時間がかかっていること等の要因
により、完了件数も減少したものと考えられます。

完了件数の年度推移

５．計画策定支援完了企業数及び新規支援開始企業数
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・累計では、地銀、信金・信組、第二地銀の順で割合が高く、この３者
で６５％を占めています。また、企業等からの持ち込みは昨年とほぼ
同様の割合を占めております。

・年度推移を見ると、２２年度は２１年度と累計ごとの割合に大きな変
化はありませんが、地銀案件の割合が３６％と、最も高くなっていま
す。また、都銀の割合が年々増加しております。

・中小企業の再生は地域の雇用や取引先を守るものであり、引き続
き地域の金融機関と連携した積極的な再生支援が重要です。

６．計画策定支援完了企業の相談持込者の内訳

累計
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17.0%
（501社）

7.3%
(214社）
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年度推移
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・計画策定支援完了企業には、売上高が小さい中小企業から比較的
大きな規模の中小企業までが対象になっており、再生支援協議会が
再生計画の策定を幅広く支援してきたことが分かります。

・年度推移を見ると、売上高５億円以下の企業が年々減少する傾向
が見られる一方で、５億円超の企業が年々増加しております。

７．計画策定支援完了企業の規模別（売上高）割合

累計

6.0%
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１億円以下 １億円超～５億円以下 ５億円超～10億円以下 10億円超～50億円以下 50億円超
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年度推移
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・計画策定支援完了企業の従業員規模については、小規模な中小企
業から比較的大きな規模の中小企業までが対象になっており、再生
支援協議会が再生計画の策定を幅広く支援してきたことが分かりま
す。
・累計では２１～１００名の規模の企業が過半数を占め５６．１％と
なっています。

８．計画策定支援完了企業の規模別（従業員数）割合

累計
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年度推移
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９．計画策定支援完了企業の手法分析

・再生手法の内訳を見ると、各年度ともにリスケジュールが手法として
最も多く用いられています。年度別に見ると、リスケジュールが全体に
占める割合は２０年度は７割弱であったところ、２１年度、２２年度は約
９割となっています。

・債権放棄の件数は年々減少傾向にありますが、債権放棄に占める第
二会社方式の割合は年々増加しており、２２年度には８８％となってい
ます。

財務面での手法
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債務の借換え（ＤＤＳ）

債務の資本への切替え

（ＤＥＳ）

ファンドの活用

債権放棄
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（件）

第二会社方式５７件（７１％）

第二会社方式４０件（７８％）

第二会社方式件４２件（８８％）

※上記手法を複数実施している案件がある。


